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京都福祉専門学校 TEL：０７７４（２１）７０８８ FAX：０７７４（２１）７０７８ 

風邪症状や発熱、呼吸器症状、倦怠感、嘔吐や下痢、味覚・嗅覚障害などの 

症状がある生徒職員は、登校・出勤しない 

① 息苦しさや強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合  

② 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

※高齢者をはじめ、基礎疾患がある方など  

③ ①、②以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合  

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、 

 強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。 

 解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。） 

ケース１ 

速やかに学校へ連絡し、登校・出勤をやめる 

相談窓口・最寄りの保健所へ電話相談する 

指示に従い医療機関を受診する 

 

新型コロナ 

確 定 

新型コロナ 

疑 い 

新型コロナ 

以外の診断 
 

保健所の指示に従う 
主治医の指示に 

従い療養する 

保健所・主治医の指示に従い療養し、毎

日体温測定や呼吸器症状の確認を行う 
 

速やかに学校へ連絡 

症状回復 

医師から登校・出勤許可が出た（証明できる書類の提出） 

学校へ連絡後、登校・出勤 



新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した場合 
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ケース２ 

相談窓口・最寄りの保健所へ電話相談する 

症状がある場合 
 

①息苦しさや強いだるさ、高熱等の強

い症状のいずれかがある場合 

②重症化しやすい方（※）で、発熱や

咳などの比較的軽い風邪の症状があ

る場合 

※高齢者をはじめ、基礎疾患がある

方など  

③ ①、②以外の方で発熱や咳など、比

較的軽い風邪の症状が続く場合  

（症状が強いと感じる場合や４日以

上続く場合は必ずご相談ください。） 

症状がない場合 

まず、相談窓口や保健所の指示があれ

ば、そちらに従ってください 

・１４日間は自宅待機 

・体温、その他の症状について、厳重

に健康観察 をする  

・他者との接触を最小限にとどめ、外

出を控える  

・マスクの着用や手洗いの徹底 

指示に従い医療機関を受診する ※以降ケース１の手順に従う 

症状回復 

医師から登校・出勤許可が出た（証明できる書類の提出） 

学校へ連絡後、登校・出勤 

速やかに学校へ連絡し、登校・出勤をやめる 

１５日目にも 

症状無し 

再度相談窓口・最寄りの保健所へ電話相談をして指示に従う 
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①家族等が「渡航制限がある地域から帰国・来日した」 

②家族等に濃厚接触者がいる、もしくは疑いがある場合 

ケース３ 

速やかに学校へ連絡し、登校・出勤をやめる 

相談窓口・最寄りの保健所へ電話相談する 

指示に従い医療機関を受診する 

 

家族等が新型コロナと 

確 定 
家族等が新型コロナの 

疑 い 
家族等が新型コロナ 

ではないと判明した場合 

ケース２の手順に従う 
医師から登校・出勤の 

許可が出た 

保健所・主治医の指示に従い療養

し、毎日体温測定や呼吸器症状の

確認を行う 

速やかに学校へ連絡 

症状回復 

医師から登校・出勤許可が出た 

学校へ連絡後、登校・出勤（証明できる書類の提出） 


